
様式－Ｂ
①用　語 水防活動 水防管理団体・水防管

理者
水防事務組合 水害予防組合

②よ　み すいぼうかつどう すいんぼうかんりだん
たい・すいぼうかんり
しゃ

すいぼうじむくみあい すいがいよぼうくみあ
い

③根拠法 水防法 水防法 水防法 水害予防組合法
④実施者 水防管理団体、水防団

⑤対象者

⑥解　説 川が大雨により増水し
た場合に、堤防の状態
を見回る。そして、堤防
などに危険なところが
見つかれば、壊れない
うちに土のうを積んだり
シートを設置するなどし
て堤防を守る。このよう
な水害の被害を未然に
防止軽減する活動を総
称して水防活動という。

その区域の水防に関し
て責任をもつ団体。市
町村単独の場合と、幾
つかの市町村が集まっ
て水防事務組合や水
害予防組合を組織する
場合がある。
水防管理団体である市
町村の長、または水防
事務組合、水害予防組
合の管理者をいう。

市町村が単独で水防に
関する責任を果たすこ
とが難しい場合など
に、複数の市町村が共
同して責任を果たすた
めに設置する。例とし
て、淀川左岸水防事務
組合（８市）、淀川右岸
水防事務組合（６市１
町）などがある。

⑦注意す
べきポイ
ント
（防災上
の注意す
べき点）

水防に関しては、「水防
法」で国、県、水防管理
団体、水防団、住民の
役割が決められてい
る。その中で、水防管
理団体はその区域にお
ける水防を十分に果た
す責任がある。

都道府県知事は、水防
管理団体のうち、水防
上公共の安全に重大な
関係のあるものを指定
することができる。これ
を指定水防管理団体と
いう。指定水防管理団
体は、水防計画の作
成、水防訓練の実施の
義務を負う。

「水害予防組合法」（明
治41年）にもとづき設置
された公共組合であ
る。昭和33年の水防法
改正により規定が整備
された水防事務組合へ
の移行が進み、水害予
防組合の数は大幅に
減少している。

⑧その他 地方自治法上の一部
事務組合の一種であ
り、組織に関する規定
が水防法に整備されて
いる。

水害の防御という共通
の目的を持つ人々が結
合した地縁的な法人で
ある。都道府県知事
が、市町村の区域を越
えて統一的な水防を行
う必要があると判断し
た区域において組織さ
れる。
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